
◦
生 
活

事
業
承
継
個
別
相
談
会
を
行

っ
て
い
ま
す

内
容：
事
業
承
継
に
悩
む
市
内
の
経
営
者
や
後

継
者
の
方
な
ど
を
対
象
に
、
専
門
家
が
個
別
相

談
に
応
じ
る
相
談
会　

日
時：
毎
月
第
2
木
曜

日
①
午
前
10
時
～
11
時
②
午
前
11
時
30
分
～
午

後
０
時
30
分　

場
所：
田
原
市
役
所
３
０
１
会

議
室　
費
用：無
料　
申
込：相
談
日
の
1
週
間

前
ま
で
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
メ
ー
ル
に
て
申
込
書

（
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
）を
商
工
課
へ
提
出
。

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
か
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
商
工
課　
☎
27‐７
３
３
１　

27‐７
０
８
２ 

　

 syoko@
city.tahara.aichi.jp

巡
回
労
働
相
談

内
容：
愛
知
県
の
労
働
相
談
員
が
対
面
で
労
働

に
関
し
て
の
相
談（
賃
金
、
労
働
時
間
、
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
な
ど
）を
聞
き
、
助
言
を
行
い
ま
す

日
時：
毎
月
第
2
火
曜
日（
要
予
約
）　

①
午
後

１
時
～
２
時　
②
午
後
２
時
～
３
時
③
午
後
３

時
～
４
時　

場
所：
田
原
市
役
所
３
０
１
会
議

室　
費
用：無
料　
申
込：実
施
日
前
日
の
午
前

10
時
ま
で
に
電
話
に
て

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
か
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
商
工
課　
☎
27‐７
３
３
１　

27‐７
０
８
２

手
話
通
訳
者
・
要
約
筆
記
者

派
遣

内
容：
聴
覚
障
害
者
な
ど
が
社
会
活
動
な
ど
に

参
加
す
る
た
め
、
ま
た
は
聴
覚
障
害
者
な
ど
と

意
思
疎
通
を
図
る
た
め
、
手
話
通
訳
ま
た
は
要

約
筆
記
を
必
要
と
す
る
と
き
に
、
手
話
通
訳
者

ま
た
は
要
約
筆
記
者
を
派
遣
し
ま
す
。　
利
用

料：
無
料　

派
遣
範
囲：
原
則
愛
知
県
内　

申

込：
申
請
書
を
持
参
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
申
込
フ
ォ
ー

ム　

そ
の
他：
派
遣
日
の
７
日
前
ま
で
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
か
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
地
域
福
祉
課　

　
☎
23‐３
６
９
７　

23‐３
５
４
５

▶商工課　☎２7‐7331

　中小企業者を総合的に支援し、市内の商業
の振興および商店街などの活性化を図るこ
とを目的とした補助金です。
　詳細は商工課にお問い合わせください。

【補助額】　対象経費の2分の1以内

中小企業者総合支援事業補助金

補助金名 対象 対象経費
創業支援 創業または第二創業をする方 備品購入費（上限50万円）

出店促進支援
市内の空き店舗を賃借または購
入し小売業、飲食業などの出店
を計画する方

内装・外装・設備工事費
（上限50万円）

６次産業化等
促進支援

市内で生産された農畜水産物
を活用した新商品開発または
販路開拓事業を実施する方

商品開発費、ＨＰ作成費など
（上限50万円）

事業承継支援 事業の承継を検討している方
事業承継計画書の作成費用、
マッチング登録手数料など（上限
50万円）

温泉設備整備
支援

伊良湖温泉を浴用として活用
し、事業をする方

温泉を利用するために必要な温
泉入浴設備および浴室の整備費

（上限１００万円）
通信環境整備
支援

旅館・ホテルを営み、インター
ネット接続環境の整備をする方

インターネット接続環境の整備費
（上限５０万円）

移動販売導入
支援

移動販売車またはキッチンカー
を新たに導入する方

車両改修費、機械設備費（上限
５０万円）

専門人材受入
支援

経営課題解決、事業拡大のた
めに専門的知識を有する副業・
兼業人材を受け入れる方

仲介サービス利用料、専門人材
に支払う謝礼・委託料など（上限
２５万円）

▲市HP

連
載
コ
ー
ナ
ー
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報
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ひ
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ば
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ら
ス
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プ
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ら
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広報たはら  令和6年4月│    │21

※市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


